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基本計画 
 

基本目標１ きれいな空気 おいしい水 心安らぐ 環境のまちづくり 

１－１ 大気環境 

 １－２ 水環境 

 １－３ 土壌環境 

 １－４ その他生活環境 

 

基本目標２ 恵まれた環境を守り育てる 自然豊かなまちづくり 

２－１ 自然環境 

 ２－２ 身近な自然 

 ２－３ 歴史的・文化的環境 

 

基本目標３ 資源を大切にし 環境にやさしいまちづくり 

３－１ 廃棄物 

 ３－２ 資源・エネルギー 

 ３－３ 地球環境 

 

基本目標４ みんなで学び よりよい豊かな環境のまちづくり 

４－１ 環境学習 

 ４－２ 環境保全活動・環境配慮 

 

計画の推進 

１ 推進組織 

 ２ 市民・滞在者、事業者、市の協働 
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1-1大気環境 

（1）現状と課題 

本計画策定に当たって平成２４年度に実施した環境意識調査の結果によると、

「空気のきれいさ」については、市民回答者のうち「満足」「やや満足」と回答

した方が８割を超え、前回と同様に良好な状態が保たれていると考えられます。 

大規模*ばい煙発生施設等については、現在、市内に大規模ばい煙発生施設等

はなく、また新たな設置計画もありませんが、気象条件により*光化学オキシダ

ントが発生する問題があるため、オキシダントと*窒素酸化物の監視を続けるこ

とが必要です。 

窒素酸化物の測定結果については環境基準を達成していますが、光化学オキ

シダントは、平成２１年から平成２３年の間に注意報が３回発令されているこ

とから、今後も県と連携して監視を継続する必要があります。 

また、より環境への負荷が少ない車種への転換や*エコドライブの推進などの

自動車排ガス対策、工場・事業所から発生する大気汚染への対策を行う必要が

あります。 

（2）環境目標 

汚染物質発生源を減らし、澄んだ空気を維持する 

（3）環境目標に対する指標 

指標 現状（Ｈ２３） 目標値（Ｈ２９） 目標値（Ｈ３４） 

光化学オキシダントの注

意報発令回数 
０回 ０回 ０回 

本市内の測定局における

二酸化窒素の測定結果 
０．０２ｐｐｍ ０．０２ｐｐｍ以下 ０．０２ｐｐｍ以下 

※二酸化窒素の環境基準は、１時間値の１日平均値が０．０４ｐｐｍから０．０６ｐｐｍ

までのゾーン内又はそれ以下であること。 
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（4）環境目標を達成するための施策・方針 

施策 方針 

１大気監視

体 制 の 整

備・充実 

・県と連携し、必要に応じて観測地点・項目の追加などを検討します。 

２自動車排

ガス対策 

・*アイドリングストップ運動など、環境に配慮した自動車の運転の普及

啓発に努めます。 

・公共交通機関や自転車の利用の普及啓発に努めます。 

・環境への負荷の少ない*低公害車や無公害車の普及啓発に努めます。 

・必要以上のマイカー利用の抑制のため、バス・鉄道事業者、関係団体、

市民などとともに、総合的な交通施策を検討します。 

・公用車の低公害車や無公害車への更新を推進します。 

３工場・事

業所対策 

・工場・事業所に対して、大気汚染の防止に関する啓発を行います。また、

県と連携し、大気汚染防止法や県条例に基づき、特定工場等に対して立入

検査を実施するなど規制・監視を行い、工場・事業所からの環境負荷の低

減を図ります。 

・県の融資制度等を案内します。 

 

（5）皆様に取り組んでいただきたいこと 

市民 公共交通機関の利用・低公害車の導入・エコドライブ 

事業者 
公共交通機関の利用・低公害車の導入・エコドライブ 

大気汚染物質の少ない燃料、設備の利用 

滞在者 公共交通機関の利用・低公害車の導入・エコドライブ 
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1-2水環境 

（1）現状と課題 

本計画策定に当たって平成２４年度に実施した環境意識調査の結果によると、

「川や海の水のきれいさ」については、市民回答者のうち「満足」「やや満足」

と回答した方が、前回の調査結果と比較して、川の水の結果が７ポイント、海

の水の結果が３ポイント増加し、伊東の水環境が向上していると考えられます。 

下水道の普及により、事業所等からの汚水や、生活排水を*公共用水域へ排出

している区域は平成１３年と比較して１６３．５２ha減少しており、ここ数年

は、河川Ａ類型の環境基準*ＢＯＤ２ｍｇ／ｌ以下を達成し、公共用水域の保全

に努めています。今後も下水道整備を推進するとともに河川等の継続的な監視

が必要です。 

また、公共下水道全体計画区域外については、*合併処理浄化槽の設置を推進

し、生活排水による中小河川等の汚染低減を図ることが必要です。加えて、水

質汚濁防止法や県の条例に基づき、工場・事業所に対しての規制や啓発を行う

ことが必要です。 

（2）環境目標 

公共用水域への生活排水の流出を減らし、清らかな水環境を保全する 

（3）環境目標に対する指標 

指標 現状（Ｈ２３） 目標値（Ｈ２９） 目標値（Ｈ３４） 

伊東大川下流のＢＯＤ測定

結果（７５％値） 
１．５ｍｇ／ｌ 

１．３ｍｇ／ｌ 

以下 

１．３ｍｇ／ｌ 

以下 

下水道整備面積 

（昭和３３年からの累計） 
５６５．５ｈａ ５８０．５ｈａ ５９５．５ｈａ 

合併処理浄化槽補助事業に

よる設置累計基数 

（平成２年からの累計） 

５７８基 ７１１基 ８３６基 

※伊東大川下流の国の環境基準は、Ｂ類型で、ＢＯＤ（生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量）３

ｍｇ／ｌです。 
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（4）環境目標を達成するための施策・方針 

施策 方針 

１水環境の

監視体制の

整備・充実 

・県と連携し、必要に応じて観測地点・項目の追加などを検討します。 

・必要に応じ、伊東大川支流、その他河川及び一碧湖の水質測定を実施し

ていきます。 

２生活排水 

対策 

・都市計画法に基づく公共下水道全体計画区域の見直しを検討するととも

に、公共下水道全体計画区域外では、合併処理浄化槽による整備を推進し

ます。 

・公共下水道認可区域の整備率向上を目指して、伊東・宇佐美及び荻・十

足地区を中心とした管路網の整備を推進します。 

・川奈地区の地域汚水処理区域においては、老朽化対策を図り、管きょ・

処理施設の安全で効率的な維持管理と安定した水質管理を目指します。 

・下水道の日（９月１０日）や小学生の施設見学等を通じ、下水道の意義、

効用についての知識を高めるＰＲ活動を行い、下水道に関する市民意識の

高揚を図ります。 

・浄化槽法に定められた維持管理について浄化槽設置者に対して講習会等

を通じて周知徹底を図ります。 

・工場・事業所や家庭からの排水等による水質汚濁防止対策に関する啓発

を推進します。 

３工場・事

業所対策 

・工場・事業所に対して、水質汚濁防止に関する啓発を行います。また、

県と連携し、水質汚濁防止法や県条例に基づき、特定工場等に対し、立入

検査を実施するなど規制・監視を行い、工場・事業所からの環境負荷の低

減を図ります。 

・県の融資制度等を案内します。 

（5）皆様に取り組んでいただきたいこと 

市民 

生活排水による汚濁の低減 

下水道への接続又は合併処理浄化槽の設置及びその適正な維持

管理 

事業者 排水処理等水質汚染の防止 

滞在者 水辺からのごみの持ち帰りの徹底 
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1-3土壌環境 

（1）現状と課題 

本市の土壌環境は、これまで良好な状態が保たれています。しかしながら、

平成２３年度に*土壌汚染対策法に基づく土壌汚染地域として一か所指定され

ました。 

現在、市内で土壌汚染地域として指定された区域については、県と連携して

地下水への影響調査等により継続的な監視をしています。 

今後も良好な生活環境の保全を図るため、汚染発生源となる可能性の高い工

場・事業者への啓発や、土壌汚染対策法に基づく指導を行い、土壌汚染発生防

止対策や汚染発生時の対策に取り組む必要があります。 

（2）環境目標 

汚染の発生を防ぎ、きれいな土壌を維持する 

（3）環境目標に対する指標 

指標 現状（Ｈ２３） 目標値（Ｈ２９） 目標値（Ｈ３４） 

土壌汚染地域の指定件数 １件 ０件 ０件 

 

一碧湖 
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（4）環境目標を達成するための施策・方針 

施策 方針 

１土壌汚染 

調査・情報

収集 

・県と連携し、土壌汚染の状況や汚染源となる物質の情報収集を行います。

また、必要に応じて土壌の保全を図るための定点調査の実施を検討しま

す。 

２工場・事

業所対策 

・県と連携し、工場・事業所に対して、土壌汚染防止に関する啓発を行い

ます。 

・県と連携し、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律や土壌汚染対策法

に基づき、規制・監視や浄化対策の指導を行い、工場・事業所からの環境

負荷の低減を図ります。 

・農用地等が汚染源とならないよう、県や農協と連携し、農業者に対し化

学肥料・農薬・除草剤などの適正使用の指導を推進します。 

（5）皆様に取り組んでいただきたいこと 

市民 庭や家庭菜園等における化学肥料等の適正な使用 

事業者 
化学肥料、農薬、除草剤などの適正な使用 

土壌汚染防止対策・有害化学物質の適正管理 

滞在者 
別荘在住者による、庭や家庭菜園における化学肥料等の適正な 

使用 
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1-4その他生活環境 

（1）現状と課題 

１ 悪臭 

本市の悪臭発生源は、近年畜産業や水産加工業から、飲食店や動物の飼育、

廃棄物の不正焼却等に変化しており、管理者による適正な管理体制が必要とな

っています。それぞれの発生源に適した形で悪臭防止の啓発・指導を行う必要

があります。 

２ 騒音 

本市では、中小零細企業が多数を占めるため、規制対象になる特定工場等が

少なく、規制対象に係る苦情は多くありませんが、空調機、楽器、ペットの鳴

き声などの一般家庭からの騒音の苦情が問題になることが多く、これらは防止

対策等の行政指導が困難で、その対策としては、市民一人一人の意識醸成が必

要です。 

３ 有害化学物質 

有害化学物質については、県と連携し、市民の生活環境が脅かされないよう

有害化学物質対策を進める必要があります。また、悪臭の発生源にもなってい

る廃棄物の不正焼却防止の啓発活動を行い、*ダイオキシン類の発生を防止する

ことが必要です。 

また、典型七公害以外の新しい環境問題に対応するため、県と連携して情報

収集を行い、必要に応じた監視体制の追加を検討する必要があります。 

（2）環境目標 

環境負荷を減らし、安心して暮らせる生活環境を維持する 

（3）環境目標に対する指標 

指標 現状（Ｈ２３） 目標値（Ｈ２９） 目標値（Ｈ３４） 

悪臭・騒音・振動に関す

る苦情件数 
１０件 ５件以下 ５件以下 
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（4）環境目標を達成するための施策・方針 

施策 方針 

１その他生

活の環境監

視体制の整

備・充実 

・県と連携し、必要に応じて観測地点や、新たな有害汚染物質など観測項

目の追加を検討します。 

２その他生

活環境の保

全対策 

・たい肥等による土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に

行う農業生産方式の導入を推進します。 

・廃棄物不正焼却防止の啓発を推進し、ダイオキシン類の発生防止に努め

ます。 

・日常生活に伴う騒音や悪臭を防止するための自主的な対策や配慮を促し

ます。 

・日照阻害、電波障害、光害等に関する情報を収集し、対策について検討

します。 

・ダイオキシン類の発生抑制に対応した廃棄物処理を推進します。 

・県と連携し、悪臭、騒音、振動の発生源抑止に関する指導をします。 

・保健所と連携し、愛護動物飼養者の不適切な飼養に対する指導や、適正

飼養に関する啓発に努めます。 

３工場・事

業所対策 

・工場・事業所に対して、悪臭、騒音、振動、有害化学物質による環境汚

染の発生防止に関する啓発を行います。 

・悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法や県条例に基づき、規制・監視を

行い、工場・事業所からの負荷の低減を図ります。 

（5）皆様に取り組んでいただきたいこと 

市民 悪臭、騒音、振動などの抑止・愛護動物の適正な飼育 

事業者 
悪臭、騒音、振動などの抑止・農薬や除草剤等の適正な使用 

有害化学物質の適正な管理 

滞在者 悪臭、騒音、振動などの抑止・愛護動物の適正な飼育 

 


